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「重要な会計上の見積り」の開示例について

○ それぞれの開示例の右上に、好開示例の企業が適用している会計基準を記載しています。

○ 重要な会計上の見積りの開示について、我が国では、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基
準第31号 2020年３月31日）が適用され、以下の注記事項が求められています。

 重要な会計上の見積りの内容を表す項目名

 当年度の財務諸表に計上した金額

 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

（例えば、金額の算出方法、算出に用いた主要な仮定、翌年度の財務諸表に与える影響）

○ 一方、企業内容等の開示に関する内閣府令（以下、開示府令）では、「経営者による財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況の分析（MD&A)」における会計上の見積りに関する記載事項を次の通り定めていま
す（第二号様式記載上の注意(32)a(g)）。

 連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものに
ついて、当該見積り及び当該仮定の不確実性の内容やその変動により経営成績等に生じる影響など、「第
５ 経理の状況」に記載した会計方針を補足する情報を記載すること（以下略）

○ したがって、財務諸表等の注記に重要な会計上の見積りに関する記載がある場合でも、開示府令が求めている事
項に関する記載がない場合、財務諸表等の注記に記載されていない内容については MD&Aへの記載が必要とな
ります。

○ なお、開示府令では、MD&Aに記載すべき事項の全部又は一部を財務諸表等の注記に記載した場合、MD&Aにそ
の旨を記載することによって、当該注記において記載した事項の記載を省略することができるとしています。

！ 会計上の見積りの開示については、IFRSでは財務諸表の注記として記載が求められ、米国SEC規則では非財務情報として記載が求められます。



② 特に重要な見積りを伴う会計方針について

特に重要な見積りを伴う会計方針とは、本質的に不確実性があり、次連結会計年度以降に変更

する可能性がある事項、または当連結会計年度において合理的に用いうる他の見積りがあり、そ

れを用いることによっては財政状態および経営成績に重要な相違を及ぼすであろう事項の影響に

関して見積りを行う必要がある場合に、最も困難で主観的かつ複雑な判断が要求されるものです。

また、当社および連結子会社をとりまく市場の動向や為替変動などの経済情勢により、これらの

見積りの不確実性は増大します。

現時点において、新型コロナウイルス感染症の拡大について、主要な国又は地域の経済活動は

回復傾向です。当社および連結子会社は新型コロナウイルス感染症拡大前に近い水準に向けて市

場が徐々に回復していくとの仮定を利用した見積りに基づき会計処理しています。新型コロナウ

イルス感染症の拡大により、市場の動向や経済情勢に与える影響が増大した場合には、事後的な

結果との間に重要な乖離が生じる可能性があります。

次に挙げるものは、当社および連結子会社のすべての会計方針を包括的に記載するものではあ

りません。当社および連結子会社の重要な会計方針は、連結財務諸表注記の「３ 重要な会計方

針」に記載されています。

連結財務諸表に関して、認識している特に重要な見積りを伴う会計方針は、以下のとおりです。

(リース残価損失)

当社の北米地域の金融子会社は、リース開始時において、過去の実績および第三者機関のデー

タを考慮に入れた将来の中古車価格の見積りに基づいて、リース車両の契約上の残存価額を設定

しています。車両をリースしている顧客は、リース期間満了時において、そのリース車両を契約

上の残存価額で買い取るか、もしくは販売店に返却する選択権を持っています(リース期間満了

前にリース車両を買い取る場合は、契約上の未払残高で買い取ります)。リース車両を返却され

た販売店は、リース期間満了時に顧客から返却されたリース車両を契約上の残存価額で買い取る

か、市場価格で買い取る選択権を持っています(リース期間満了前にリース車両を買い取る場合

は、契約上の未払残高で買い取ります)。リース車両を返却された販売店がリース車両を買い取

らなかった場合は、市場のオークションによってリース車両を売却します。リース期間が満了し、

当社の北米地域の金融子会社にリース車両が返却された際に、リース車両の売却額が契約上の残

存価額を下回っている場合、その差額が損失となるリスクがあります。

当社の北米地域の金融子会社は、少なくとも四半期に一度、見積残存価額を見直しています。

リース残価損失の見積りは以下の２つの重要な構成要素に基づき行っています。

① 予測リース車両返却率、すなわちリース期間満了時に、顧客から金融子会社に返却され

ると予測されるリース車両の割合

② 予測リース残価損失の金額、すなわち見積残存価額と、車両売却金額との差額

また、新車および中古車の市場価格の傾向および一般的な経済指標等を含む上記以外のさま

ざまな要素も勘案してリース残価損失を見積っています。
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オペレーティング・リースについては、見積残存価額の修正をオペレーティング・リース資産の減価

償却費として、残存リース期間にわたり均等償却しています。また、ファイナンス・リースについては、

リース残価損失の認識が必要なことを示す客観的な証拠が存在すると考えられる場合に、見積損失のう

ち残存価額の未補償部分の減額修正をリース残価損失として、ファイナンス・リース債権に含めていま

す。

当社の北米地域の金融子会社は、オペレーティング・リース資産の帳簿価額の回収可能性については、

疑義を生じさせる事象の発生および状況変化がある場合、減損の判定を行っています。減損が発生して

いると考えられる場合、帳簿価額のうち回収可能価額を上回る金額を減損損失として認識します。

市場の変動に影響を受けやすいこと、本質的に不確定な将来の経済状況およびリース残存価額につい

ての仮定を要求されることから、当社は、当該リース残価損失および減損損失に関する会計上の見積り

を、「特に重要な会計上の見積り」に該当すると考えています。当社および当社の金融子会社は、現在

使用している仮定は妥当であると考えています。しかしながら、実際に発生するリース残価損失および

減損損失は、前提条件の変化により、当初の見積りと異なることがあります。

当連結会計年度の当社の北米地域のオペレーティング・リースに関して、他の条件は一定とみなして、

販売店で扱っているすべての車両の将来の中古車価格が現在の見積りよりも、それぞれ約１万円下落し

た場合、減価償却費は、残存リース期間において、約72億円の増加となります。また、当連結会計年度

末の販売店で扱っているすべてのリース車両についての将来の返却率が現在の見積りより１％増加した

場合、減価償却費は、残存リース期間において、約14億円の増加となります。これらの影響度は、あく

までも試算ベースであり、当連結会計年度に関してのものです。また、中古車価格が下落した場合、返

却率が増加する可能性が高いため、影響度が変化する可能性があります。

（１）連結財務諸表注記の記載にとどまらず、経営者として特に重要と考える
会計上の見積りの内容と理由を記載

（２）リースの見積りについて、将来の車両価格やリース車両の返却率が現在
の見積りから変動した場合の財務影響を定量的に記載
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（1）重要な会計方針及び見積り

営業権及びその他の無形固定資産

営業権及び耐用年数が確定できない非償却性無形固定資産は、年１回第４四半期及び減損の可

能性を示す事象又は状況の変化が生じた時点で減損の判定を行います。事象又は状況の変化とは、

設定された事業計画の下方修正や実績見込みの大幅な変更、あるいは外的な市場や産業固有の変

動などで、それらはマネジメントにより定期的に見直されています。

2020年度第４四半期において、ソニーは営業権の定性的評価を行わず、報告単位の公正価値と

その報告単位の営業権を含む帳簿価額の比較による定量的手続を行いました。報告単位とは、ソ

ニーの場合、オペレーティング・セグメントあるいはその一段階下のレベルを指します。報告単

位の公正価値がその帳簿価額を上回る場合、その報告単位の営業権について減損損失は認識され

ません。報告単位の帳簿価額がその公正価値を上回る場合には、報告単位に配分された営業権の

総額を超えない範囲で、その超過分を減損損失として認識します。耐用年数が確定できない非償

却性無形固定資産の減損判定では、公正価値と帳簿価額を比較し、帳簿価額がその公正価値を超

過する場合には、その超過分を減損損失として認識します。

営業権の減損判定における報告単位の公正価値の決定は、その性質上、判断をともなうもので

あり、多くの場合、重要な見積り・前提を使用します。同様に、非償却性無形固定資産の公正価

値の決定においても、見積り・前提が使用されます。これらの見積り・前提は減損が認識される

か否かの判定及び認識される減損金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

これらの減損判定において、ソニーは、社内における評価を行い、またマネジメントが妥当と

判断する場合には第三者による評価を活用するとともに、一般に入手可能な市場情報を考慮に入

れています。報告単位及び非償却性無形固定資産の公正価値は通常、割引キャッシュ・フロー分

析により算定しています。この手法は、将来見積キャッシュ・フロー（その支払・受取時期を含

む）、将来キャッシュ・フロー固有のリスクを反映した割引率、永続成長率、利益倍率、類似企

業の決定、類似企業に対してプレミアムあるいはディスカウントが適用されるべきかどうかの決

定等多くの見積り及び前提を使用します。営業権を持たない報告単位も含めて、報告単位の公正

価値の総額に対するソニーの時価総額を考慮し、適切なコントロール・プレミアムとともに、

個々の報告単位に配分されない全社に帰属する資産と負債も考慮します。

将来見積キャッシュ・フロー（その支払・受取時期を含む）に使用される前提は、それぞれの

報告単位における見込み及び中期計画にもとづいており、過去の経験、市場及び産業データ、現

在及び見込まれる経済状況を考慮しています。永続成長率は主に中期計画の３ヵ年予測期間後の

ターミナル・バリューを決定するために使用されています。映画分野の報告単位など、特定の報

告単位においては、より長い見込期間、及び予測期間最終年度の見積キャッシュ・フローに適用

される利益倍率を用いた出口価格に、コントロール・プレミアムを加味して算定されたターミナ

ル・バリューを使用しています。割引率は類似企業の加重平均資本コストにより算出されていま

す。

2020年度の減損判定において、営業権を持つ全ての報告単位の公正価値が帳簿価額を超過して

いたため、営業権の減損損失を認識することはありませんでした。また、重要な営業権を持つ報

告単位において公正価値は帳簿価額を少なくとも10％以上超過しています。耐用年数の確定でき

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

ない非償却性資産においても、公正価値が帳簿価額を超過していたため、減損損失を認識することはあ

りませんでした。

2021年３月31日現在のセグメントごとの営業権の帳簿価額は以下のとおりです。

上述の中期計画を除く、2020年度の減損判定における、ソニーの報告単位の公正価値への影響に関す

る感応度分析を含む重要な前提の検討は下記のとおりです。

・割引率は5.2％から12.1％の範囲です。他の全ての前提を同一とし、割引率を１ポイント増加させた場

合においても、営業権の減損損失を認識することはありませんでした。

・Ｇ＆ＮＳ分野、ＥＰ＆Ｓ分野、Ｉ＆ＳＳ分野及び金融分野の報告単位におけるターミナル・バリュー

に適用された成長率はおおよそ1.0％から1.5％の範囲です。音楽分野の報告単位における中期計画を超え

る期間の成長率は０％から7.5％の範囲、映画分野では3.0％から4.5％の範囲です。他の全ての前提を同

一とし、成長率を１ポイント減少させた場合においても、営業権の減損損失を認識することはありませ

んでした。

・映画分野の報告単位におけるターミナル・バリューの算定に使用される利益倍率は10.0です。他の全て

の前提を同一とし、利益倍率を1.0減少させた場合においても、営業権の減損損失を認識することはあり

ませんでした。

マネジメントは、営業権の減損判定における公正価値の見積りに用いられた前提は、新型コロナウイ

ルス感染拡大による潜在的な影響などを含め、合理的であると考えています。しかしながら、将来の予

測不能なビジネスの前提条件の変化による、将来キャッシュ・フローや公正価値の下落を引き起こすよ

うな見積りの変化が、これらの評価に不利に影響し、結果として、将来においてソニーが営業権及びそ

の他の無形固定資産の減損損失を認識することになる可能性があります。

（１）将来見積キャッシュ・フローについて、報告単位の中期計画や永続成長率
等に基づいている旨を具体的に記載

（２）減損テストの結果、公正価値が帳簿価額を超過している程度を記載

（３）割引率や永続成長率の数値を記載するとともに、それらを変動させた場合
の財務影響の有無についても記載
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金額
（単位：百万円）

Ｇ＆ＮＳ 172,360
音楽 408,823
映画 172,482
ＥＰ＆Ｓ 16,140
Ｉ＆ＳＳ 46,510
金融 10,834
合計 827,149

（１）

（２）

（３）

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (２) 「重要な会計上の見積り」の開示例

米国基準

5-16



（1）重要な会計方針及び見積り

繰延税金資産の評価

繰延税金資産の帳簿価額は、入手可能な証拠にもとづいて50％超の可能性で回収可能性がない

と考えられる場合、評価性引当金の計上により減額することが要求されます。したがって、繰延

税金資産にかかる評価性引当金計上の要否は、繰延税金資産の回収可能性に関連するあらゆる肯

定的及び否定的証拠を適切に検討することにより定期的に評価されます。この評価に関するマネ

ジメントの判断は、それぞれの税務管轄ごとの当期及び累積損失の性質、頻度及び重要性、不確

実な税務ポジションを考慮した将来の収益性予測、税務上の簿価を超える資産評価額、繰越欠損

金の法定繰越可能期間、過去における繰越欠損金の法定繰越可能期間内の使用実績、繰越欠損金

及び繰越税額控除の期限切れを防ぐために実行される慎重かつ実行可能な税務戦略を特に考慮し

ます。

過年度に計上した損失の結果、2021年３月31日現在、繰延税金資産に対して総額で2,764億円の

評価性引当金を計上しています。この評価性引当金には、日本における当社とその連結納税グ

ループの法人税にかかるものが135億円、地方税にかかるものが1,266億円含まれています。

ソニーは、日本及び様々な税務管轄において法人税を課されており、通常の営業活動、とりわ

け連結会社間の移転価格において、最終的な税額の決定が不確実な状況が多く生じています。繰

延税金資産の金額は、連結会社間の移転価格の決定による各税務管轄における課税所得の最終的

な配分などに関するソニーの判断にもとづき不確実な税務ポジションのうち50％超の可能性で起

こり得る最終的な結果を考慮しています。繰延税金資産の評価に関する見積りは、貸借対照表日

時点で適用されている税制や税率にもとづいており、また、ソニーの財務諸表及び税務申告書で

認識されている事象に関して将来に起こり得る税務上の結果についてのマネジメントの判断と最

善の見積り、様々な税務戦略を実行する能力、一定の場合においての将来の結果に関する予測、

事業計画及びその他の見込みを反映しています。ソニーが事業を行っているそれぞれの税務管轄

における現在の税制や税率の改正は、実際の税務上の結果に影響を与える可能性があり、市場経

済の悪化やマネジメントによる構造改革の目標未達は、将来における業績に影響を与える可能性

があります。そして、これらのいずれかが、繰延税金資産の評価に影響を与える可能性がありま

す。将来の結果が計画を下回る場合、税務調査の結果や連結会社間の移転価格に関する事前確認

制度の交渉が現在の損益配分に関する予想と異なる結果となる場合、及び税務戦略の選択肢が実

行可能ではなくなる場合や売却を予定する資産の価値が税務上の簿価を下回ることになる場合に

は、繰延税金資産を回収可能額まで減額するために、将来において追加的な評価性引当金の計上

が要求される可能性があります。一方、将来の予測される利益の改善や継続した利益の計上、ビ

ジネス構造の変革といった他の要因によって、関連する質的要因や不確実性を考慮した上で、税

金費用の戻し入れをともなう評価性引当金の取崩しが計上される可能性があります。現在の見込

みにおいて予想していないこれらの要因や変化は、評価性引当金が計上又は取崩される期間にお

いて、ソニーの業績又は財政状態に重要な影響を与える可能性があります。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

米国税制改革法により企業に対する米国の課税方法が大きく変わりました。米国税制改革法では、従

来の米国の税法では要求されていなかった複雑な計算や米国税制改革法の規定の解釈における重要な判

断、計算における重要な見積り、ならびに従来は関連性がないもしくは定期的に作成されていない情報

の収集と分析が必要となります。米国財務省、内国歳入庁ならびにその他基準設定機関により、米国税

制改革法の規定の適用・施行に関する解釈とガイダンスの発行が引き続き行われる予定です。ガイダン

スが今後発行されることにより、従来計上した税金引当額に対して修正を行い、当該修正を行う期間の

財務諸表において重要な影響を与える可能性があります。

（１）評価性引当金の計上又は取崩しの判断において重視されるポイントを記
載

（２）税制の改正等、繰延税金資産の評価に影響を与える可能性がある事象に
ついて記載

ソニーグループ株式会社（2/2）有価証券報告書（2021年3月期） P33-34 

（１）

（２）

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (２) 「重要な会計上の見積り」の開示例
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(3) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、IFRSに基づき作成されております。詳細は、「第5 経理の状

況 1 連結財務諸表等 （1）連結財務諸表」に記載しております。この連結財務諸表の作成に当

たって必要な見積りは、合理的な基準に基づいて実施しております。

なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針、会計上の見積り及び当該見積

りに用いた仮定については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸

表注記 3.重要な会計方針」及び同「5.重要な会計上の判断、見積り及び仮定」に記載しており

ます。

(3) のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の減損テスト

1. 味の素フーズ・ノースアメリカ社（以下、「AFNA」という。）

前連結会計年度及び当連結会計年度のAFNAののれんの減損テストでは、資産の回収可能価額を

処分コスト控除後の公正価値により算定しております。処分コスト控除後の公正価値の算定に当

たっては、割引キャッシュ・フロー法及び類似企業比較法を使用し、割引キャッシュ・フロー法

の比重を高くした加重平均値を用いて算定しております。

前連結会計年度及び当連結会計年度の割引キャッシュ・フロー予測の計算に当たっては、実際

の経営成績及び経営者が承認した事業計画に基づいております。当該事業計画は、業界の将来の

見通しに関する経営者の評価と過去の実績を反映したものであり、外部情報及び内部情報に基づ

き作成しております。

また、類似企業比較法は、足元の実績や翌期の予算に基づくEBITDAに、上場している同業他社

のEV（株式時価総額をもとに算出した企業価値）/EBITDA倍率を乗じ、それにコントロールプレミ

アムを加味して価値を算定しております。

経営者が処分コスト控除後の公正価値の算定に当たって基礎とした主要な仮定は以下のとおり

です。

・経営者が将来キャッシュ・フローを予測した期間：5年間（前連結会計年度は7年間）

・キャッシュ・フロー予測を延長するために用いた成長率：3.0％（前連結会計年度は2.5％）

・キャッシュ・フロー予測に適用した税引前割引率：10.8％（前連結会計年度は10.6％）

・類似企業比較法におけるEV/EBITDA倍率：12.5倍（前連結会計年度は12.5倍から13.0倍）

この公正価値測定は、用いた評価技法への重大なインプットに基づき、レベル3の公正価値に

区分されます。

なお、当連結会計年度において回収可能価額は帳簿価額を11,761百万円上回っており、仮に割

引率が1.0％上昇した場合、減損損失が発生する可能性があります。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

2. コーヒー類（日本）

前連結会計年度及び当連結会計年度における、味の素AGF㈱を含むコーヒー類（日本）ののれんの減損

テスト及び耐用年数を確定できない無形資産（商標権）の減損テストは、資産の回収可能価額を使用価

値により算定しております。使用価値の算定に当たっては、割引キャッシュ・フロー予測を用いており

ます。

使用価値の算定に当たっては、経営者が承認した3年間の事業計画（前連結会計年度は3年間の事業計

画）に基づいております。当該事業計画は、業界の将来の見通しに関する経営者の評価と過去の実績を

反映したものであり、外部情報及び内部情報に基づき作成しております。また、事業計画の対象期間を

超える将来キャッシュ・フロー予測を推定するために用いた成長率は0.2％（前連結会計年度は0.3％）、

将来キャッシュ・フロー予測に適用した税引前割引率は6.9％（前連結会計年度は7.4％）です。

なお、当連結会計年度において回収可能価額は帳簿価額を25,460百万円上回っており、仮に割引率が

1.5％上昇した場合、減損損失が発生する可能性があります。

3. バイオファーマサービス事業

当連結会計年度のバイオファーマサービス事業ののれんの減損テストは、資産の回収可能価額を使用

価値により算定しております。使用価値の算定に当たっては、割引キャッシュ・フロー予測を用いてお

ります。

使用価値の算定に当たっては、経営者が承認した、3年間及び5年間の事業計画に基づいております。

当該事業計画は、業界の将来の見通しに関する経営者の評価と過去の実績を反映したものであり、外部

情報及び内部情報に基づき作成しております。また、事業計画の対象期間を超える将来キャッシュ・フ

ロー予測を推定するために用いた成長率は2.3％～4.9％、将来キャッシュ・フロー予測に適用した税引前

割引率は12.2％～15.8％です。

なお、当連結会計年度において回収可能価額は帳簿価額を29,976百万円上回っており、仮に各国におけ

る割引率が2.5％上昇した場合、減損損失が発生する可能性があります。

味の素株式会社 有価証券報告書（2021年3月期） P27,131 

【連結財務諸表注記】 ※ 一部抜粋

14．非金融資産の減損 ※ 一部抜粋

（１）のれん及び無形資産の減損テストにおける成長率や割引率等の主要な仮
定を前年度の数値を含めて具体的に記載

（２）割引率がどの程度変動した場合に減損損失が発生する可能性があるかに
ついて記載

（１）

（２）

（１）

（２）

（１）

（２）

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (２) 「重要な会計上の見積り」の開示例 5-18
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(3) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作

成しております。

この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす

見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異な

る可能性があります。

連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のと

おりであります。

貸倒引当金の算定

買収・出資に伴うのれんの評価

デリバティブ取引の時価評価

偶発損失引当金(利息返還損失引当金)の算定

これらの詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要

な会計上の見積り)」に記載しております。

(重要な会計上の見積り)

１ 貸倒引当金の算定

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

当社は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行(以下、三菱ＵＦＪ銀行)をはじめとする銀行子会社を傘下に

有しており、中核的な事業の一つとして貸出業務を行っております。貸出金を含む信用供与先の

財務状況の悪化等により、貸出金等の資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク(この

リスクを当社グループでは「信用リスク」と定義しております。)に備えて、内部規程にて予め

定めている算定プロセスに従って、貸倒引当金を計上しております。当連結会計年度末の連結貸

借対照表に計上した貸倒引当金額は1,105,541百万円であります。

貸倒引当金は、予め定めている内部規程等に則して算定され、経営会議傘下の与信委員会等の

審議を経て決定されております。また、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

４ 会計方針に関する事項 (6)貸倒引当金の計上基準」に記載の通り、独立した与信監査部署

が査定結果を監査しております。

なお、貸倒引当金の算定における見積り及び主要な仮定には不確実性があり、特に、取引先の

経営状況及び経済環境に影響を及ぼす新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ-19)の今後の見通

しは高い不確実性を伴うことから、今後の景気回復ペースは各国で異なるものの経済活動と感染

対策との両立を背景に総じて緩やかなものになる等、一定の仮定を置いた上で、客観性や合理性

を確保した最善の見積りを行っております。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

(当社の主要な国内銀行連結子会社における貸倒引当金)

①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

当社の主要な国内銀行連結子会社における貸倒引当金の算定プロセスには、貸出先の債務償還能力を

評価・分類した内部信用格付の決定、貸出先から差し入れられた担保の価値の評価、及び、過去実績を

基に算定した損失率への将来見込み等による調整といった種々の見積りが含まれております。当該引当

方法の詳細は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) ４ 会計方針に関する事項 (6)

貸倒引当金の計上基準」に記載しております。なお、主要な国内銀行連結子会社である三菱ＵＦＪ銀行

における当事業年度末の貸借対照表における貸倒引当金及び貸出金の計上額は、それぞれ465,391百万円、

88,447,036百万円であります。

②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

主要な国内銀行連結子会社では、適切な債務者区分の決定が行われるよう、信用リスクを評価するた

めの統一的な基準として債務者区分と整合した信用格付制度を導入しており、原則として信用を供与し

ている全ての取引先及びその取引を対象に内部信用格付を付与しております。内部信用格付のうち、一

般事業法人等を対象とする債務者格付は、取引先の今後3～5年間における債務償還能力を15段階で評価し

分類したものです。主要な国内銀行連結子会社では、取引先の決算情報に基づく財務定量評価に加え、

現時点及び将来の取引先が属する業界環境や、経営リスク、資金調達リスク等の定性要因を基に、内部

信用格付を決定しております。この点、内部信用格付は、貸出先が業績不振や財務的な困難に直面して

おり、将来の業績回復見込みや事業の継続可能性の判断に高度に依存して決定される場合があります。

特に、ＣＯＶＩＤ-19の拡大により、主要な国内銀行連結子会社における一部の貸出先の財政状態及び経

営成績には重要な影響が生じております。このような特定の貸出先の将来の業績回復見込みや事業の継

続可能性は、貸出先企業内外の経営環境の変化による影響を受けるため、見積りの不確実性が高いもの

となります。

また、主要な国内銀行連結子会社である三菱ＵＦＪ銀行では、主として貸倒実績又は倒産実績を基礎

とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見

込み等必要な調整を加えて、損失率を算定しております。

この過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整については、特に、ＣＯＶＩＤ-19の

拡大により、経済環境が急激に悪化していることを踏まえ、最近の期間における貸倒実績率又は倒産確

率の増加率を考慮し調整しており、当該調整による影響額は、30,846百万円であります。

このような期末日現在に保有する貸出金等の資産の信用リスクを捉えるための、過去実績を基に算定

した損失率への将来見込み等による調整は、客観的な情報を入手することが困難な経済環境に係る見積

りに基づいているため、見積りの不確実性が高いものとなります。

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（1/2）有価証券報告書（2021年3月期）P55,134-135 

【連結財務諸表注記】 ※ 一部抜粋

▪ 貸倒引当金の見積りについて、算定のプロセスや主要な仮定を具体的に記載

日本基準

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (２) 「重要な会計上の見積り」の開示例 5-19



③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

内部信用格付は年1回以上の頻度で見直しを行っており、取引先の財政状態や業界環境の変化

等による信用力変化を踏まえ、主要な仮定である取引先の将来の業績回復見込みや事業の継続可

能性に対する判断が見直される場合があります。この結果、主要な国内銀行連結子会社における

信用リスクが全体として増減していると判断した場合には、翌連結会計年度に貸倒引当金が増減

する可能性があります。

また、主要な仮定である過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整は、客観

的な情報を入手することが困難な経済環境に係る見積りに基づいております。当該仮定は、経済

環境の実勢を踏まえて変動するものであり、当該仮定の変化を受けて、翌連結会計年度に貸倒引

当金が増減する可能性があります。

(米国会計基準を適用する一部の在外子会社における貸倒引当金)

①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

米国会計基準を適用する一部の在外子会社については、ＡＳＵ第2016-13号「金融商品-信用損

失」に従い、残存契約期間にわたって予想信用損失を見積り、貸倒引当金を計上しております。

当該引当方法の詳細は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) ４ 会計方針に

関する事項 (6)貸倒引当金の計上基準」の追加情報に記載しております。なお、米国会計基準

を適用する主要な在外子会社における貸倒引当金及び貸出金の計上額は、それぞれ491,868百万

円、13,916,797百万円であります。

②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

米国会計基準を適用する主要な在外子会社における予想信用損失は、リスクの特性が類似する

ポートフォリオ毎に、マクロ経済変数を用いて経済予測シナリオを反映する定量的測定モデルに

より算定されております。マクロ経済変数には、過去の貸倒実績等の発生と相関する変数として、

失業率、ＧＤＰ等が含まれております。経済予測シナリオは複数選定しており、それらを一定の

ウエイト比率で考慮しております。複数の経済予測シナリオの選定、選定された経済予測シナリ

オに係るマクロ経済変数の水準、及び、それぞれの経済予測シナリオに付与されるウエイト比率

の決定には、直近の経済環境、会社内外のエコノミストの見解といった種々の要素が考慮されて

おります。この点、選定された経済予測シナリオに係るマクロ経済変数及びそのウエイト比率の

決定は、ＣＯＶＩＤ-19の影響による経済減速の程度とその期間を含む将来の経済環境に係る高

い変動性と不確実性に起因して、見積りの不確実性が高いものとなります。

また、予想信用損失の算定結果には、定量的測定モデルには反映されていない予想される信用

損失を補捉するために定性的な要因による調整が加えられております。特定の米国会計基準を適

用する在外子会社においては、定量的測定モデルに利用されるマクロ経済変数に加えて、定性的

な要因による調整が反映されております。そのため、当該定性的な要因による調整は、同様に見

積りの不確実性が高いものとなります。

【連結財務諸表注記】 ※ 一部抜粋

③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

経済予測シナリオの選定、選定された経済予測シナリオに係るマクロ経済変数の水準、経済予測シナ

リオに付与されるウエイト比率の決定、及び、定性的な要因による調整は、客観的な情報を入手するこ

とが困難な経済環境に係る見積りに基づいております。当該仮定は経済環境の実勢を踏まえて変動する

ものであり、当該仮定の変化を受けて、翌連結会計年度に貸倒引当金が増減する可能性があります。

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（2/2）有価証券報告書（2021年3月期）P135-136 

▪ 在外子会社の貸倒引当金の見積りにおける主要な仮定について、それぞれの
変数の不確実性の要因も含めて具体的に記載

日本基準

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (２) 「重要な会計上の見積り」の開示例 5-20



(1) 重要な会計方針及び見積り

当社の連結財務諸表は、米国会計基準に準拠して作成している。作成にあたって当社のマネジ

メントは、知り得る限りの情報に基づいて妥当であると考えられる見積りや判断を継続して実施

している。これらの見積りや判断は、連結財務諸表において、決算日の資産・負債の報告数値、

報告期間における収益・費用の報告数値及び偶発資産・債務の開示情報に影響を与える。これら

の見積りや判断は、当社グループの過去からの経験、既存の諸契約の内容、業界動向の分析、顧

客からの情報、その他の外部からの情報に基づいているものであるが、その性質上、内在する不

確実性の度合いが影響するため、実際の結果はこれらと異なる場合がある。当社の重要な会計方

針は、連結財務諸表注記１に記載されている。

新型コロナウイルス感染症が当社グループの財政状態及び経営成績に与える影響については、

収束時期等が不透明であるものの、現時点で入手可能な情報や予測に基づき、今後も一定程度当

該影響が継続すると仮定している。会計上の見積りの中でも比較的重要性のある貸倒見積額の算

定、繰延税金資産の回収可能性の判断、長期性資産及び営業権の減損の判定については、当該仮

定に基づき最善の見積りを行っているが、今後の実際の推移が当該仮定と乖離する場合には、当

社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がある。

当社は特に以下の重要な会計方針が連結財務諸表等に重要な影響を及ぼすと考えている。

③ 長期性資産及び営業権の評価

当社グループは長期性資産に関して、経営環境の変化により、将来その資産から生み出される

キャッシュ・フローが減少するなど、帳簿価額相当額を回収することができないと判断されるよ

うな事象や状況の変化が生じた場合には、減損に関する検討を実施している。

当社グループが保有しかつ使用している資産の回収可能性は、帳簿価額とその資産から生じる

割引前将来キャッシュ・フローとの比較で判定される。この割引前将来キャッシュ・フローは、

承認された経営計画に基づき算出される。この経営計画は、外部調査機関や顧客からの情報をも

とにした市場予測により売上量を推定し、それを前提に販売価格の変動、製造原価、販売費及び

一般管理費の変動等マネジメントの最良の判断による推定を可能な限り織り込んで策定される。

もし、資産の帳簿価額が割引前将来キャッシュ・フローを上回り、回収可能性が認められずその

資産が減損状態であると判定された場合、帳簿価額が公正価値を上回った額が減損額として測定

され計上される。公正価値は、主に市場において想定されるキャッシュ・フローの変動リスクを

考慮した加重平均資本コストを割引率として使用する割引後将来キャッシュ・フローモデル、あ

るいは独立した鑑定評価で測定される。処分予定の長期性資産については、帳簿価額と公正価値

から処分のためのコストを差し引いた額とのいずれか低い方で評価される。

当社グループは営業権については、少なくとも各年度に１回、又は減損の可能性を示す事象や、

状況の変化が生じた時点で減損の検討を実施している。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

報告単位の公正価値の測定にあたっては、通常、割引後将来キャッシュ・フローモデルにより算定し

ている。将来見積キャッシュ・フローは、承認された経営計画に基づき算出される。この経営計画は、

外部調査機関や顧客からの情報をもとにした市場予測により売上量を推定し、それを前提に販売価格の

変動、製造原価、販売費及び一般管理費の変動等マネジメントの最良の判断による推定を可能な限り織

り込んで策定される。報告単位の帳簿価額が公正価値を上回る場合、その報告単位に配分された営業権

の帳簿価額を限度とし、当該差額を営業権の減損損失として認識する。

現状では、長期性資産及び営業権については、重要な追加の減損の発生はないと考えているが、経営

戦略の変更、市場の変化があった場合には、その資産から将来得られるキャッシュ・フローの予想や公

正価値の算出に影響し、長期性資産及び営業権の回収可能性の評価判断が変更となり、当社グループの

財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。

⑤ 退職給付債務及び費用

当社グループの年金債務及び年金費用の額は、算出時に使用した仮定に影響される。これらの仮定は

連結財務諸表注記12に記載されており、割引率、長期期待収益率、平均報酬水準増加率等を含む。当社

グループは、仮定と実績が乖離した場合には、その差額を累積し従業員の平均残存勤務年数にわたって

償却を実施する事で、将来の期間にわたり、費用として認識する。

割引率は、現在かつ年金受給が満期となる間に利用可能と予想される信用度の高い固定利付き債券の

利率に基づいて算出される。また、長期期待収益率は、投資対象の様々な資産カテゴリー別に将来収益

に対する予測や過去の運用実績を考慮し決定される。

当社グループは、これらの仮定は妥当なものであると信じているが、重要な実績との乖離もしくは重

要な仮定の変化があった場合、年金債務と将来の費用に影響を与える可能性がある。

当連結会計年度末の当社グループの年金制度において、割引率又は長期期待収益率が0.5％変動した場

合、年金債務及び年金費用に及ぼす影響は、その他すべての仮定を一定とすると、それぞれ以下のとお

りである。

（１）減損テストの内容について、将来キャッシュ・フローの算定における前
提条件等を含めて具体的に記載

（２）退職給付債務について、重要な仮定が変動した場合の財務影響を定量的
に記載

株式会社小松製作所 有価証券報告書（2021年3月期） P23-25 

仮定の変更 変動率 年金債務 年金費用

割引率 0.5％増 / 0.5％減 289億円減 / 312億円増 4億円減 / 12億円増

長期期待収益率 0.5％増 / 0.5％減 － 14億円減 / 14億円増

（中略）

（中略）

（１）

（１）

（２）

米国基準

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (２) 「重要な会計上の見積り」の開示例 5-21



イ 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に基づき作成しております。この連結財務諸表の作成に当たり、重要となる会計方針については、

「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等（１）連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。

また、当社グループは、連結財務諸表の作成上、固定資産の減損会計、各種引当金の見積り計

算、繰延税金資産の回収可能性の判断等に対し、現在入手可能な前提に基づく合理的な見積りを

反映させておりますが、将来、これらの見積りと大きな差が生じる可能性があります。

なお、当社グループにおける会計上の見積りにおいて使用する事業計画は、新型コロナウイル

ス感染症が当連結会計年度の業績に与えた影響の程度を勘案して策定しております。

重要な会計方針のうち、見積りや仮定等による影響が大きいと考えている項目は、次のとおり

であります。

（固定資産の減損）

固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」（2002年８月９日）及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 2009年３月27日最終改正）

に基づき、減損処理の要否を判定しております。将来の企業環境等の変化等により、回収可能価

額が帳簿価額を下回ることとなった場合には、減損処理が必要となる可能性があります。

①のれん及び顧客関連資産

（のれん及び顧客関連資産の価値の源泉）

当連結会計年度末におけるのれん29,678百万円は、過去の企業結合により発生したものであり、

その主たる発生原因は、結合後企業が当社グループに加入したことにより、同社に期待される超

過収益力であります。一部ののれんについては、結合後企業ではなく、当社などにおいて発現さ

れることが期待されるシナジー効果が発生原因となっております。

また、一部の企業結合においては、企業結合時における既存の顧客との契約に係る価値を算定

し、顧客関連資産としてのれんとともに計上しております。

（将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画）

当社グループにおけるのれんに係る減損要否の検討は、のれん発生の原因である超過収益力や

シナジー効果が将来にわたって発現するかに着目して行っており、平時においてはのれんを発生

させた結合後企業の事業計画（当社などに発現が期待されるシナジー効果の計画を含む。）に

沿って利益やキャッシュ・フローが計上されているかを毎月モニタリングしております。こうし

た下、設定された事業計画の達成が危ぶまれる状況など減損の兆候が認められる場合には、事業

計画の合理性について見直すこととしております。そしてこのように見直された事業計画に基づ

く割引前将来キャッシュ・フローによって、減損損失を認識するかを決定し、認識する場合にお

いては割引将来キャッシュ・フローで算定する使用価値に基づき減損損失を測定することとして

おります。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

顧客関連資産に係る減損の検討は、のれんに係る減損の検討と併行して行っており、設定された事業

計画に沿って利益やキャッシュ・フローが計上されているかをもって減損の兆候の有無の判定を実施す

るとともに、減損の兆候が認められる場合は、見直された事業計画に基づき、減損損失の認識・測定の

手続を実施することとしております。

事業計画には、次に掲げる重要な仮定を考慮しております。これらについては、その性質上、何らか

の見積り・前提を設定した上での判断を伴うものであり、当該見積り・前提は、減損の兆候の有無の判

断、認識するか否かの判定、又は測定する減損損失金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

・セキュリティ事業及び綜合管理・防災事業を営む会社

受注の状況、人員計画、売上高の成長率

・介護事業を営む会社

当連結会計年度においては、こうした重要な仮定に加え、新型コロナウイルス感染症が業績に与えた

影響の程度を確かめ、今後の事業計画に与える影響を評価した上で判断しておりますが、それでも依然

として十分な将来キャッシュ・フローが期待でき、いずれののれん・顧客関連資産についても、今のと

ころ減損損失を計上する必要はないと判断しております。

なお、事業計画は、当社の個別財務諸表に計上されている結合後企業に係る関係会社株式の評価を検

討する際にも活用しております。当該関係会社株式の回収可能性が認められなくなった場合には、当社

の損益計算書上、評価損が計上されることとなります。

（割引率）

使用する割引率については、当社グループの大部分の会社がグループ内借入を通じて当社とほとんど

同様の条件で資金調達が可能であると考えられることから、当社の上場以来の株価や金利に係るヒスト

リカル・データに基づき算出した年限別の加重平均資本コストをのれんの残存償却期間に応じて使用す

ることとしております。株価が大きく上昇したり金利が高騰した場合は、加重平均資本コストが高く算

出されることを通じ割引将来キャッシュ・フローが少額となることから、測定される減損損失金額が多

額となる可能性があります。

（グルーピングの変更）

当連結会計年度においては、いずれも過去の企業結合によりのれんを発生させたALSOK介護株式会社、

株式会社HCM及びALSOKあんしんケアサポート株式会社の介護事業部門を統合しております。この統合は、

従前から相互に依存・互換する関係にあった３社の事業を一体化することを通じ、更なる経営基盤強化

を目的としたものであることから、統合を契機として３社ののれんを合算し、より大きな単位で資産の

グルーピングを行っております。

綜合警備保障株式会社 有価証券報告書（2021年3月期） P30-31 

区分 考慮する重要な仮定

在宅介護事業
職員１人当たりの売上高、既存拠点の利益率、
人員計画等

施設介護事業
既存施設の将来事業計画、新規施設の開設状況、
新規施設及び既存施設の入居率、人員計画等

高齢者向け住宅事業
新規施設・既存施設の事業計画、新規施設の開
設状況、人員計画等

▪ 固定資産の減損の見積りについて、事業計画における重要な仮定の内容を
具体的に記載

日本基準

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (２) 「重要な会計上の見積り」の開示例 5-22



（4）重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

j．収益認識

当社は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」（以下「IFRS第15号」）に従い、IFRS第9

号「金融商品」に基づく利息及び配当金等、及び、IFRS第16号「リース」に基づくリース契約等

を除く顧客との契約について、次のステップを適用することにより、収益を認識しています。

当社は、情報通信、自動車関連、環境・エネルギー並びに医療・ヘルスケア等の市場における

販売を主な収益源としています。当社におけるレポーティングセグメントは、「産業・自動車用

部品」、「半導体関連部品」、「電子デバイス」、「コミュニケーション」、「ドキュメントソ

リューション」、「生活・環境」で構成されています。

これらのレポーティングセグメントにおいて、顧客への販売は、顧客と締結した取引基本契約

書及び注文書に記載された条件に基づいて行われます。当該契約書及び注文書には、価格、数量

並びに所有権の移転時点が記載されています。

(a) 製品の販売

製品の販売については、主に製品が顧客へ引き渡された時点または船積日で顧客が当該製品に

対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断し、収益を認識しています。

なお、「ドキュメントソリューション」及び「生活・環境」における、最終消費者向けの設置

を伴うプリンター、複合機や太陽光発電システムの販売については、契約上の義務がない限り、

製品が設置され、顧客が受入れた時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識して

います。

(b) サービスの提供

「ドキュメントソリューション」においては、プリンターや複合機の使用量に応じた従量料金、

固定料金を支払う製品の保守契約による収益を認識しています。当社は、契約の履行義務を、契

約に基づき、機器を常時利用可能な状態を顧客に提供することと判断しており、これらの収益を、

関連する履行義務を充足するにつれて一定期間に渡り認識しています。固定料金の保守契約につ

いては顧客との契約に係る取引額を契約期間にわたり均等に収益認識しています。

すべてのセグメントにおいて、当社は製品に欠陥があった場合のみ返品を受入れます。また、

当社の販売条件には、「電子デバイス」における販売プログラムを除いて、価格保証、ストッ

ク・ローテーションまたは返品規定はありません。

(c) 販売奨励金

「電子デバイス」において、各種電子部品を販売する代理店への販売については、以下の様々

な販促活動が定められており、顧客との契約において約束された対価から販売奨励金を控除した

金額で収益を測定しています。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

ⅰ．ストック・ローテーション・プログラム

ストック・ローテーション・プログラムとは、品質に問題のない在庫について、直近6ヵ月の売上高

に対して特定の比率を乗じ算出される金額分を、代理店が半年毎に返品することが可能な制度です。売

上高に対するストック・ローテーション・プログラムの引当金は、現時点までの推移、現在の価格と流

通量の情報、市場の特定の情報や売上情報、マーケティングやその他主要な経営手段を用いて算出した

代理店の売上高に対する比率に基づき、収益認識時点で算定し、計上されており、これらの手続きには、

重要な判断を必要とします。当社は、ストック・ローテーション・プログラムによる将来の返品につい

て妥当な算定ができていると考えており、これまでの実際の結果と算定額に重要な乖離はありません。

なお、製品が返品され、検収された時点で、代理店に対する売掛金を減額しています。

ⅱ．シップ・フロム・ストック・アンド・デビット・プログラム

シップ・フロム・ストック・アンド・デビット・プログラム（以下、シップ・アンド・デビット）は、

代理店が顧客への販売活動における市場での価格競争に対して代理店を補助する仕組みです。シップ・

アンド・デビットが適用されるためには、代理店が在庫から顧客へ販売する特定部分についての価格調

整を、代理店が要求する必要があります。シップ・アンド・デビットは、現在及び将来の代理販売にお

いて、代理店が顧客へ販売する特定部分について適用されることがあります。IFRS第15号に準拠し、当社

は代理店に対して収益を認識した時点で、その代理店への売上高にシップ・アンド・デビットが適用さ

れる可能性を考慮して、その売上高に関連する代理店の将来の活動に対して変動対価を見積り、計上し

ています。当社は、当該期間における売上高、代理店に対する売掛金の残額、代理店の在庫水準、現時

点までの推移、市場状況、設備製造業やその他顧客に対する直接的な販売活動に基づく価格変動の傾向、

売上情報、マーケティングやその他主要な経営手段を用いて、売上高に対する変動対価を見積り、計上

しています。これらの手続きは慎重な判断のもとで行われており、またその結果、当社はシップ・アン

ド・デビットにおける変動対価について、妥当な算定、計上ができていると考えています。これまでの

当社の実際の結果と算定額に重要な乖離はありません。
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（中略）

・
・
・

▪ 販売奨励金について、見積り方法を具体的に記載するとともに、見積りと実
績を比較した結果を記載

ＩＦＲＳ

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (２) 「重要な会計上の見積り」の開示例 5-23



！ 最新版は金融庁ウェブサイトに掲載しています。 https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/kaiji.html

！ 開示の好事例としての公表をもって、開示例の記載内容に誤りが含まれていないことを保証するものではありません。


